
久喜市一般職職員の給与に関する条例附則第１５項、第１７項及び第１８

項の規定による給料に関する規則の一部を改正する規則 

久喜市一般職職員の給与に関する条例附則第１５項、第１７項及び第１８項の

規定による給料に関する規則（令和５年久喜市規則第２２号）の一部を次のよう

に改正する。 

題名を次のように改める。 

久喜市一般職職員の給与に関する条例附則第１４項、第１６項及び第１７

項の規定による給料に関する規則 

第１条中「附則第１５項、第１７項及び第１８項」を「附則第１４項、第１６

項及び第１７項」に改める。 

第２条第３号中「附則第１５項」を「附則第１４項」に改め、同条第４号中

「附則第１３項」を「附則第１２項」に改める。 

第３条（見出しを含む。）中「附則第１５項」を「附則第１４項」に改める。 

第４条の見出し中「附則第１７項」を「附則第１６項」に改め、同条第１項中

「附則第１３項」を「附則第１２項」に、「附則第１７項」を「附則第１６項」

に改め、同条第４項中「附則第１７項」を「附則第１６項」に改める。 

第５条の前の見出し中「附則第１７項」を「附則第１６項」に改め、同条第１

項中「附則第１３項」を「附則第１２項」に、「附則第１７項」を「附則第１６

項」に改める。 

第６条第１項中「附則第１３項」を「附則第１２項」に、「附則第１７項」を

「附則第１６項」に改め、同条第４項中「附則第１７項」を「附則第１６項」に

改める。 

第７条の見出し中「附則第１７項」を「附則第１６項」に改め、同条第１項中

「附則第１３項の規定に」を「附則第１２項の規定に」に、「給与条例附則第１

３項の規定が」を「同項の規定が」に、「附則第１７項」を「附則第１６項」に

改め、同条第４項中「附則第１３項」を「附則第１２項」に、「附則第１７項」



を「附則第１６項」に改める。 

第８条及び第９条中「附則第１５項、第１７項又は第１８項」を「附則第１４

項、第１６項又は第１７項」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


